
 

令和５年度 第３回新潟労働局公共調達監視委員会の審議結果について 

 

 令和６年１月２９日に開催された第３回新潟労働局公共調達監視委員会の審議概要について

お知らせします。 

 

【参考】新潟労働局公共調達監視委員会は、「随意契約の適正化の一層の推進について」（平成１９年１１月

２日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議）の趣旨を踏まえ、工事及び物品・役務等の競争入札案件並

びに随意契約案件を第三者機関において審議することにより、新潟労働局が締結する契約が適正に行われるよ

う監視するため、平成１９年１２月２５日に設置されたものです。 

 

[審議日程等] 

日 時 令和６年１月２９日（月）１３:３０ ～ 

会 場 新潟美咲合同庁舎 2号館 2階  新潟労働局 会議室 

委 員 

委 員 長  小 林  大 造  小林経理事務所（公認会計士） 

委   員  佐々木  桐 子 新潟国際情報大学（准教授） 

委   員  鈴 木  髙 志 鈴木髙志法律事務所（弁護士） 

事 務 局 新潟労働局総務部総務課 

審 議 対 象 令和５年８月１日～令和５年１１月３０日契約締結分案件 

 

[審議概要] 

１ 審議 

 （１）令和 5年度第 3回公共調達審査会（令和 5年 12 月 27 日開催）の審査結果報告 

    事務局（長）より、対象期間において、公共工事は競争入札案件が 3 件、随意契約案

件が 1 件、物品・役務等については、競争入札案件が 5 件、随意契約案件が 2 件あり、

審査の結果、全件において不適と判断される案件はなく「所見なし」と評価されたこと

を報告した。 

 

 （２）審議案件の説明 

    事務局（木津）より、全 11 案件について、契約案件の概要、競争入札案件においては

予定価格及び落札金額、1 者応札事案におけるこれまでの経過等について、随意契約に

おいては随意契約に至った理由等、説明を行った。 

 

 （３）審議内容等 

○質疑１ 

≪入物４号について≫ 

【佐々木委員】 

本件（建物点検業務委託）は落札率が４１．２％と低く、昨年度も同一業者で落札率が低か



った印象がある。低額での落札による委託業務の履行について問題はなかったか確認したい。 

【回答】 

業務完了による報告内容を確認し、問題はないものと認識している。 

【佐々木委員】 

昨年度の同案件の質疑応答の中で、点検は３年に１回であるとの説明だったと思うが、今年

度も同じ案件の契約があった、点検回数に変更があったのか。 

【回答】 

昨年度行ったものは３年に１回の点検であり、今年度は毎年行うもので、点検内容が異なる

ものである。 

 

〇質疑２ 

≪随物１号・２号について≫ 

【佐々木委員】 

いずれも、事務機器等の交換購入であるが、「過去に同様の契約があり一般競争入札を行っ

ている。」と説明があった。今回は随意契約を行った理由は何か。 

【回答】 

前回は交換対象機器の違い等により、仕様が異なっていたことから、予定価格が高くなり、

入札案件となっていたもの。予定価格が１６０万円未満であれば少額随意契約が可能となり、

今回はその基準に該当した。 

 

〇質疑３ 

≪随工１号について≫ 

【鈴木委員】 

本随意契約案件では、予定価格と契約金額が同額であるが、どのようにして予定価格を立て
て、契約額を決めていくのか説明してほしい。 
【回答】 

退去時の原状回復工事で、契約上その業者が指定されているため、指定業者から見積書を徴

した。見積書の工事内容を精査し、問題がなかったため、提示の金額にて随意契約したもので

ある。 

【鈴木委員】 

随物１号・２号の随意契約では、予定価格と契約金額に差がある。価格交渉があったのか。 

【回答】 

（随工１号の）原状回復工事については業者指定となっており競争はないが、随物１号・２号

の契約では、予定価格未満の見積額を出す業者と契約することが可能である。 

 

○質疑４ 

≪入物３号について≫ 

【鈴木委員】 



・本案件の説明で「過去複数年にわたって同一業者の落札が続いている状況であり、落札が

見込めないとして他社が応札を敬遠したものと推察される。」とあったが、過去の経緯として、

落札業者と次点の業者の応札額の開きが大きかったということか。 

・予定価格の立て方についてどのように行っているか、同一業者の（低額の）落札金額を念

頭に（意図的に）低くなってはいないか。 

 

【回答】 

・過去３～４年同一業者が落札しており、他社は約２割高い結果であった。 

・前年の落札額等も参考に、（物価、人件費上昇）上乗せ分等を考慮している。 

また、印刷物は書面の内容や部数で単価も変動するため、予定価格を立てるのが難しいところ

もあり、市販の印刷積算ソフトも使用しながら適正に予定価格を立てている。 

 ・業者は前年度使用した印刷の版があれば修正を加えることで対応できる部分もあり、（同

一業者は）安価になり易いことが考えらえる。 

 

○質疑５ 

≪工事案件全般について≫ 

【小林委員】 

・工事の契約が１者応札となる傾向にあり、その理由が人手不足とされているが、その割に

落札率が低いと感じる。昨今の状況（人手不足、人件費高騰）では落札率は上がると思われ、

状況と理由が合致しているのか疑問がある。 

・予定価格は適正に積算されているか、高めに設定されていることはないか。 

【回答】 

  工事関係の予定価格については、国土交通省から人件費等の（積算）単価が（毎年）示さ

れており、一般にも公表されている。これらを基に積算している。 

また、入 札
にゅうさつ

ではスケジュールの関係等で応札が少ないが、単発的に安価な入札
いりふだ

の場合もある。 

 

○その他 

≪入物５号について≫ 

【佐々木委員：所感】 

本件は毎年同じ契約名の委託業務だが、令和２年度までは１者応札かつ２００万円超の契約

金額だったものが、令和３年度から２者応札になり契約価格が下がってきている。今回は、以

前の委託業者が（当時より）低額で落札している。委託業務の履行内容に問題がなければ、競

争が有効に働いているのだと思う。 

 

 

２ 審議結果 

 ・全審議議案において「特に問題なし」と評価する。 



 ・設置要綱第５条に基づき、新潟労働局ホームページに審議概要を公表するほか、同第１２

条に基づき、中央監視委員会に審議結果を報告する。 

 

 

３ その他 

 次年度、第１回の監視委員会は、令和６年６月下旬～７月の開催を予定している。 

 










